
名古屋高等裁判所金沢支部令和元年（行ケ）第 1号 選挙無効請求事件

（令和元年 10月 29日判決言渡）

判決要旨（判断要所の指摘）

（下線を付した部分は判決骨子）

名古屋高等裁判所金沢支部第 1部

（参議離議員定数配分規定の憲法適合性についての基本的な判断枠組みについて）

「人口の異動が当該選挙制度の仕組みの下において投票価値の平等の有すべき重要性に照ら

して到底看過することができないと認められる程度の投票価値の著しい不平等状態を生じ

させ，かつ，それが相当期間継続して，このような不平等状態を是正するなんらの措置を

講じないことが，上記のような複雑かっ高度に政策的な考慮と判断の上に立って行使され

るべき国会の裁量的権限に係るものであることを考慮しでも，その許される限界を超える

と判断される場合に，初めて議員定数の配分の定めが憲法に違反するに至るものと解する

のが相当である。 J

( 2 2頁 12行目～ 19行自）

（本件定数配分規定の憲法適合性について）

「 (1) 本件選挙当日の選挙区間における較差は，福井県選挙区を 1とした場合，最大が宮

城県選挙区との間の 3. 0 0であるが，この 1対 3. 0 0という投票価値の不均衡は，

この数字のみから，直ちに，著しい不平等状態にあったものとはいえないということは

できない。」

( 2 2頁 25行自～ 23頁 2行目。その異体的理由については， 23頁 4行自～ 24頁 2

1行目のアないしオ参照）

「 (2) しかしながら，上記（1）アないしオについては以下の点を指摘することができる。 j

( 2 4頁 22行目～ 23行自）

「ア （前略）参議院議員の選挙における投票価値の平等は，憲法上 3年ごとに議員の半数

を改選することとされていることなど，議員定数の配分に当たり考慮、を要する固存の要

素があることを踏まえつつ，二院制に係る上記の憲法の趣旨との調和の下に実現される

べきで、あること（後略）」

( 2 4夏 2・4行自～ 25頁 13行目）

「イ （前略）選挙区間における投票価値の較差を平成 27年改正におけるよりも更に縮小

するには（中略）現行の選挙制度の仕組み自体を見直す必要があり（中略）そのために
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は（中略）参議院の在り方をも踏まえた高度に政治的な判断が求められるものというべ

きであり（中略）上記判断をするにはなすべき課題も多く，そのうえで選挙区選出議員

のすべての選挙区について，長期的な視点も踏まえ，投票価値の全体的な均衡を調整し

て区割りと定数の配分を決定することが求められるのであって（中‘略）そのために，相

応の時間をかける必要があるといわざるを得なし1から，平成 30年改正が選挙制度の仕

組み自体を見直すものとなっていないことをもって，国会に委ねられた裁量権を合理的

に行使していないとはいえないニと。」

( 2 5頁 14行目～ 26頁 l7行自）

「ウ （前略）平成 30年改正は， （中略）選挙区間の最大較差（λ口）は 1対 2. 9 8 5 

（本件選挙当時は 3. 0 0倍）とわずかながらも是正されるものであり，再び5倍前後と

いう大きな較差を生じさせることのないよう予め配恵したものといえなくはないこと。 J

(2 6頁 18行目～ 25行自）

［エ （前略）国会においては，平成 29年大法廷判決以降，投票価値の更なる較差是正に

向けて，検討，協議を続けたとはいえるもので， （中略）国会は自らが課した国民に対す

る課題を果たすことができず，かつ，平成 30年改正に至る過程でなされた付帯決議は，

平成 27年改正時の附則と比較して，その決議機関及びその決意の内容において後退した

ものといわざるを得ないが，今後における投票価値の更なる是正に向けての方向性と立法

府の決意が失われたとまではいえず，国会に委ねられた裁量権を合理的に行使していない

とまではいえないこと。 J

( 2 6貰 26行目～ 28頁6行目）

「（3) 以上の点を総合すると 本件選挙当時，平成 30年改正後の本件定数配分規定の下で

の選挙区間における投票価値の不均衡は，違憲の問題が生ずる程度の著しい不均衡状態に

あったとまではいえず，本件定数配分規定が憲法に違反するに至っていたということはで

きないJ

( 2 8頁7行自～ 10行目）
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